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１．組織の概要

事業者名及び代表者名

小山田電業株式会社

代表取締役　　小野寺 孝司

所在地

本社 〒027-0038　岩手県宮古市小山田四丁目1番30号

松山事業所 〒027-0037　岩手県宮古市松山第7地割17番

盛岡営業所 〒020-0633　岩手県滝沢市穴口435

水沢営業所 〒023-0003　岩手県奥州市水沢佐倉河字鍛冶屋川原2-17

遠野営業所 〒028-0542　岩手県遠野市早瀬町2-1-12

環境保全関係の責任者及び担当者連絡先

連絡先 0193-62-5171

ホームページ https://www.oyamada-dengyou.com/

事業活動内容

電気工事業・電気通信工事業・土木工事業・水道施設工事業・消防施設工事業・

解体工事業・一般貨物自動車運送事業・産業廃棄物収集運搬業・自動車分解整備事業

事業規模

資本金 2,000万円

売上高 129,697万円 （令和4年8月1日～令和5年7月31日）

従業員数 113名 （令和5年7月現在）（内、本社・松山事業所61名）

延床面積 本社（総務部） 221.06 ㎡

 〃 （工事部） 463.33 ㎡

松山事業所（土木部） 102.60 ㎡

 〃 （車両部 ・ 運輸部） 478.87 ㎡

認証 ・ 登録の対象組織 ・ 活動

登録組織名 小山田電業株式会社

対象事業所 本社、松山事業所

対象外 盛岡営業所、水沢営業所、遠野営業所

※　岩手県内に事業所が点在しており、第１回目は活動効果を検証するため、

　本社機能を有する宮古市管内の事業所で取り組みます。その結果を基に

　令和5年度以降順次全事業所を対象として環境活動に取り組みます。

2

https://www.oyamada-dengyou.com/


実施体制

代表者 ・環境経営に関する統括責任

（代表取締役） ・環境経営システムの実施に必要な人、設備、資源等の調達

・効果的な実施体制を構築

・経営における課題とチャンスの整理と明確化

・環境経営方針の策定・見直し及び全従業員への周知

・環境経営目標・環境活動計画の承認

・全体の評価と見直し指示、環境経営レポートの承認

環境管理責任者 ・環境経営システムの構築、実施、管理

・環境経営目標・環境活動計画の設定

・環境関連法規等の遵守状況の確認

・環境活動の取り組み結果を代表者へ報告

・認証機関との連絡体制の確立、保持

・環境経営レポートの確認

環境管理委員会 ・環境管理責任者の補佐

エコスタッフ ・環境負荷の自己チェック及び環境への取り組みの自己チェックの実施

・環境経営活動の実績集計

・環境関連法規等の取りまとめ

・環境関連の外部コミュニケーションの窓口

・環境レポートの作成、公表

現場代理人 ・自部門における環境経営方針の周知、教育訓練の実施

・各活動の想定される事故及び緊急事態への対応策の構築

全従業員 ・環境経営方針の理解、取り組みの重要性を自覚

・自主的・積極的に環境活動に取り組む

代表取締役

(エコアクション推進者)

役割・責任・権限

遠野営業所

水沢営業所

盛岡営業所

エコスタッフ

環境管理委員会

環境管理責任者
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２．環境経営方針

＜基本理念＞ 

＜行動指針＞ 

１．

２．

３． 化学物質の使用を適正に管理し、削減に努めます。

４． 全社員の意識と知識の向上のための教育を推進します。

５． 環境に関する法規制・協定及び当社が同意するその他の要求事項を遵守します。

６． 地域社会とのコミュニケーションを図り、地域の環境保全に努めます。

７． 自主的な環境目的・目標の設定及びレビューを確実に実施します。

上記行動指針に基づき、環境目標を定め、全従業員に周知し、環境関連法令・規制を遵守します。

2023年  1月 10日 

小山田電業株式会社 

代表取締役 　小野寺　孝司

地球温暖化防止のため、電力等の省エネを推進し、継続的改善及び環境汚染の予防に

努めます。

　小山田電業株式会社は、岩手県の沿岸部本州最東端に位置する宮古市に、本社と松山事業所

を置き、滝沢市・遠野市・奥州市に営業所を有する、電気・土木工事の建設業と、運送業を営

む企業です。

　「その人の喜びを追求する」という経営方針の基、地域の皆様に末永く愛され、信頼される

企業であり続ける為、長年培ってきた経験と実績を大切に継承しつつ、これからも常に挑戦を

重ねて参ります。

　我々の事業活動が、地球規模の環境及び地域の環境に関わりが深いことを認識し、環境保全

への取り組みを最重要課題の一つとして位置づけ、社会と調和した快適な環境作りに貢献し、

品質向上・生産性向上を推進するとともに、全社員一丸となり持続可能な循環型社会を目指し

た活動に積極的に取り組みます。

資源の有効利用のため、水使用量の削減・資材等の適正使用により省資源・再資源化

を推進します。
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３．環境経営目標

対象：本社・松山事業所

※電力CO²換算係数0.457kg-CO²/kwh（令和3年度東北電力調整後排出係数）

（事業年度8～7月、産廃のみ4～3月）

基準年度

第47期 第48期 第49期 第50期 第51期

基準値 -1% -2% -3% -4%

電力 kWh 138,668.00 137,281.32 135,894.64 134,507.96 133,121.28

軽油 L 173,535.15 171,799.80 170,064.45 168,329.10 166,593.74

ガソリン L 50,741.00 50,233.59 49,726.18 49,218.77 48,711.36

灯油 L 15,261.72 15,109.10 14,956.49 14,803.87 14,651.25

LPガス m³ 51.00 50.49 49.98 49.47 48.96

CO²排出量合計 kg-CO² 667,129.48 660,458.18 653,786.89 647,115.59 640,444.30

一般廃棄物 t 3.46 3.43 3.39 3.36 3.32

水使用量 m³ 1,615.00 1,598.85 1,582.70 1,566.55 1,550.40

産廃再資源化率 ％ 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00

環境苦情 回 0 0 0 0 0

地域貢献活動 回 10 5 5 5 5

項目 単位

年度毎目標（基準比）
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４．環境経営目標の達成状況

対象：本社・松山事業所

※電力CO²換算係数0.457kg-CO²/kwh（令和3年度東北電力調整後排出係数）

（事業年度8～7月、産廃のみ4～3月） （事業年度8～7月、産廃のみ4～3月）

目標 目標

増減率 達成

-1% 状況

電力 kWh 137,281.32 110,449.00 -19.55% ○

軽油 L 171,799.80 142,621.05 -16.98% ○

ガソリン L 50,233.59 44,770.86 -10.87% ○

灯油 L 15,109.10 14,403.00 -4.67% ○

LPガス m³ 50.49 48.50 -3.94% ○

CO²排出量合計 kg-CO² 660,458.18 558,470.55 -15.44% ○

一般廃棄物 t 3.43 2.44 -28.77% ○

水使用量 m³ 1,598.85 1,437.00 -10.12% ○

産廃再資源化率 ％ 96.00 96.30 +0.30% ○

環境苦情 回 0 0 0 ○

地域貢献活動 回 5 9 ○

単位 基準からの

増減率

実積

第48期
項目

6



５．環境経営計画の取り組み内容と評価、次年度の取組

環境目標
活動・

取組項目
活動の具体的内容（手段） 評価

次年度の

取組

外出・退社の際、不要な照明を消灯する ○ 継続

冷暖房の温度（冷房28℃、暖房20℃）を遵守する △ 継続

不要なOA機器は電源を切る △ 継続

省エネ性能の高い機器等を購入する △ -

車両のエコドライブ、アイドリングストップを実践する ○ 継続

車両メンテナンスを行う ○ 継続

タイヤの空気圧は適正値を保つよう定期的に調整する ○ 継続

灯油 冷暖房の温度（冷房28℃、暖房20℃）を遵守する △ 継続

排出量を把握し、削減を徹底する ○ 継続

コピー用紙の裏紙を再利用し、使用量を削減する ○ 継続

廃棄物を適正に分別し、リサイクルを促進する ○ 継続

再生資源又はリサイクルしやすい製品を優先的に購入し

使用する
○ 継続

発生した産業廃棄物を適正に管理・分別を徹底し、リサ

イクルを促進する
○ 継続

排出状況や運搬先の処理施設等の状況を把握し、適切な

収集運搬計画を立てる
○ 継続

節水の注意喚起を行う ○ 継続

節水を徹底する ○ 継続

騒音、振動などを抑える作業方法により施工する ○ 継続

粉塵の発生を抑えた作業方法により施工する ○ 継続

地域の清掃ボランティア活動などへ積極的に参加する ○ 継続

インターンシップの受け入れを行う ○ 継続

エアコンフィルター清掃 - 新規

　環境方針に基づき二酸化炭素、廃棄物を削減し、環境目標を達成するため、従業員が一

丸となって省エネルギー、廃棄物の削減・リサイクル及び節水等に取り組んでおります。

社会貢献活動
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６．地域貢献活動

活動日 主催者 活動内容

R04.08.08 宮古市 「道の日in宮古」道路清掃

R04.09.28 川井中学校 職場体験学習2年生1名

R04.10.04 宮古商工高校 インターンシップ2年生2名

R04.10.29 自社 公園清掃活動

R04.11.10 河南中学校 職場体験学習2年生3名

R05.03.15 建設業協会 道路パトロール・清掃活動

R05.06.28 建設業協会 宮古の道の日クリーン作戦

R05.07.04 河南中学校 職場体験学習2年生2名

R05.07.18 建設業協会 ふれあい事業（川井中学校）
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7．環境関連法規等の遵守状況の確認及び評価、違反、訴訟等の有無

法令等の名称 条項 内容 遵守状況

建設

リサイクル法
第10条

対象建設工事の届け出（着手7日前）

・分別再資源化廃棄物：ｺﾝｸﾘｰﾄ塊、木屑、ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

・対象工事：建築物の解体80㎡、建築物の新築・増築500㎡以上

　建築物の修繕模様替え1億円以上その他の工作物に関する工事5

百万円以上

○

第12条

9,10項

多量排出事業者（1,000ｔ以上/年）

・削減計画届　　　　　　　　（R4年度 2,467t）

・翌年実施状況報告　　　　　（　→R5年度報告　）

○

第12条の3

第7項
産業廃棄物管理票交付状況報告 ○

フロン排出

抑制法
第16条

第1種特定製品の管理

・業務用空調機器1回/3ケ月の簡易点検
○

石綿障害

予防規則
第4条の2 解体・改修工事の石綿含有の有無の事前調査結果報告 ○

【県条例】

循環型地域

社会の形成

第9条の2

準多量排出事業者（500ｔ以上1,000ｔ未満/年）

・削減計画届　　　　　　　　（R3年度 573.05t）

・翌年実施状況報告　　　　　（→R4年度報告）

○

第82条

地球温暖化対策計画届

・対象事業者：年間のエネルギー使用量合計が原油換算で

1,500kL超、または自動車を40台以上使用

　　　　　　　　　　　　　（R4～6年度計画　自動車149台）

○

第83条
地球温暖化対策実施状況届

　　　　　　　　　　　　　（R4年度報告　自動車144台）
○

廃棄物

処理法

　また、過去三年間、関係当局からの違反等の指摘、住民からの苦情、訴訟等について問題

　はありませんでした。

　当社として環境関連の法規について、自主的に遵守状況を確認しましたが、違反等はあり

　ませんでした。

【県条例】

健康で快適な

生活環境保全
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８．代表者による全体の評価と見直し

環境管理責任者からの報告

代表者による評価

　廃棄物（再資源化）の結果については、解体工事での石綿が影響したと考えられるが、すべ

ての項目において目標を達成する事が出来た。受注状況が結果に影響する部分もあるが、目標

値を達成出来たことは一定の評価に値する。前回の活動結果をもとに、事業所や現場への掲示

や、各部門への周知徹底を行ったことが、目標値の達成に繋がったと感じている。エコ活動

は、日々、一人一人の活動の積み重ねによるものである。エコ活動と共に、生産性も向上させ

ることが出来るよう、ＰＤＣＡサイクルを効果的に回していきたい。

今回の活動結果とすると、目標値を概ね達成することが出来た。

一人一人への意識付けを行うため、所内への掲示や、エコ活動に関して、適宜、周知徹底を行

う事で、以前よりも環境の変化に応じ、主体的な取り組みが行われていると感じる。

物価の高騰や、その中での賃上げの促進、働き方改革など、取り巻く環境は目まぐるしく変化

していくが、状況の変改に対応しながら、適切な目標設定と具体的取り組みを引き続き行なっ

ていきたい。
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９．廃棄物業関連・組織の概要（情報公開）

許可

有効

許可

有効

許可

有効

台数 台数

5 1

1 4

3 1

2 1

事業の範囲 営業範囲：岩手県内

事業年度 第45期(R2.7) 第46期(R3.7)

売上高(百万円)

事

業

規

模 従業員(名) 120 119

1,719 2,086

第47期(R4.7)

2,198

118

第48期(R5.7)

1,296

113

事業活動の内容

・建設業（電気工事業、電気通信工事業、土木工事業、水道施設工事

業、消防施設工事業、解体工事業）

・一般貨物自動車運送事業

・自動車分解整備事業

・産業廃棄物収集運搬業

事業計画の概要
事業活動を通じて持続可能な循環型社会を目指し、社会と調和した快適

な環境作りに貢献する

環境管理責任者 専務取締役　小野寺 隆慶

エコアクション21担当者 中村 正志、金野 健一、添田 美雪

連絡先

事業所名 小山田電業株式会社

代表者名 代表取締役　小野寺 孝司

所在地 岩手県宮古市小山田四丁目1番30号

oyamad38@rnac.ne.jp

URL https://www.oyamada-dengyou.com

TEL 0193-62-5171 FAX 0193-64-0342

E-mail

2,000万円

実

績

令和元年度 令和2年度 令和3年度報告年度 令和4年度

475.20

許

可

の

内

容

許可名／許可番号 年月日 事業区分、廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬業

岩手県 00307141067

令和5年2月13日 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴム

くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び

陶磁器くず、がれき類令和10年2月12日

受託収集運搬量(ｔ) 0.17 0.00 0.00

法人設立年月日 昭和51年 4月 1日 資本金

収集運搬車両 4tユニック 収集運搬車両 2tｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ

8t深ダンプ 収集運搬車両 2tダンプ

収集運搬車両 4tダンプ 収集運搬車両 2tユニック

設

備

設備名 能力・産廃の種類 設備名 能力・産廃の種類

収集運搬車両 10tダンプ 収集運搬車両 3tバン

収集運搬車両
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受託した産業廃棄物の処理量

令和4年4月～令和5年3月

※ 中間処理及び最終処分は行っておりません。

処理方法等 処理量(ｔ)廃棄物等種類

475.08

0.00

0.00

0.00

475.20

収集運搬

0.12

0.00

0.00

0.00

がれき類

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず

金属くず

ゴムくず

繊維くず

木くず

紙くず

廃プラスチック類

収集運搬量合計
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